
厚生科学審議会運営規程の改正について（案）

（改正理由）

厚生科学審議会に新たに設置された健康危機管理部会においては、テ

ロリズムを含む健康被害発生時に国民の健康を保護するために必要な対

策を議題とすることがあることから、危機管理上の理由から会議を非公

開とすることも必要と考えている。

そのため、国の安全等に関する情報については、これが害されるおそ

れのある場合に非公開とできるよう所要の整備を行うものである。

-1-

IYKDA
新規スタンプ



○
厚

生
科

学
審

議
会

運
営

規
程

（
平

成
1
3
年

1
月

1
9
日

厚
生

科
学

審
議

会
決

定
）
新

旧
対

照
条

文
（
案

）
（

下
線

の
部

分
は

改
正

部
分

）

改
正

案
現

行

厚
生

科
学

審
議

会
運

営
規

程
厚
生

科
学

審
議

会
運

営
規
程

第
１

～
４

条
（

略
）

第
１

～
４

条
（

略
）

（
会

議
の

公
開

）
（
会

議
の

公
開

）

第
５

条
第
５

条

審
議

会
の

会
議

は
公

開
と

す
る

。
た

だ
し

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

、
個

人
情
報

審
議

会
の

会
議

は
公

開
と

す
る

。
た

だ
し

、
公

開
す

る
こ

と
に

よ
り

、
個

人
情

報

の
保

護
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

、
知

的
財
産

権
そ

の
他

個
人

若
し
く

の
保

護
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

又
は

知
的

財
産

権
そ

の
他

個
人

若
し

は
団

体
の

権
利

利
益

が
不

当
に

侵
害

さ
れ

る
お

そ
れ

が
あ
る

場
合

又
は

国
の

安
全
が

く
は

団
体

の
権

利
利

益
が

不
当

に
侵

害
さ

れ
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
は

、
会

長

害
さ

れ
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
は

、
会

長
は

、
会

議
を
非

公
開

と
す

る
こ

と
が
で

は
、

会
議

を
非

公
開

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

き
る

。

２
（

略
）

２
（

略
）

第
６

～
１

０
条

（
略

）
第
６

～
１

０
条

（
略

）

-2-

IYKDA
新規スタンプ




